
＜参考＞ 

 
1 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）抄 

 
（技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求） 
第 245 条の 4 各大臣（内閣府設置法第 4 条第 3 項に規定する事務を分担管理する大臣た

る内閣総理大臣又は国家行政組織法第 5 条第 1 項に規定する各省大臣をいう。以下本章、

次章及び第 14 章において同じ。）又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その

担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の

事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告を

するため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要

な資料の提出を求めることができる。 
２ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、

前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な

指示をすることができる。 
３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県

の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告

又は必要な情報の提供を求めることができる。 

 
 
2 昨今の国会での質疑等の例 

 
①平成 23 年 3 月 10 日衆議院総務委員会 
○坂本委員 ～中略～それともう一つは、今回は課長通知というのが問題になりました。以

前は、課長通知、局長通知、事務次官通達あるいは大臣、副大臣と、いろいろな通知、通

達があって、大臣は、一片の通知で、例えば軽油引取税あたりの使用の仕方、こういった

ものを通知の一片でやるべきではないというような持論もお持ちのようであります。もう

一度、総務省が中心になって、評価局が中心になって、通知が本当に事務的な通知である

のか、それとも今回のように、住民の方々の利益を損ねるようなものも含んだ通知になっ

ていやしないか、もう一度点検する必要があるのではないかと思いますけれども、いかが

でしょうか。まず、この二点をお伺いします。 
○片山国務大臣 ～中略～それから、各省が通知を出しているということでありまして、私

もかねて一片の通達というものを批判してきましたが、これは二つの意味があります。一

つは、政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、基本的に

は無効であります。場合によっては違法であります。あるとすれば技術的助言などであり



ます、その範囲に限られるということ。そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持

つようなものを出したとすれば、これは違法であります。ですから、これの点検はしなけ

ればいけない。その仕事は、地方分権といいますか地域主権の方向の任務を帯びている総

務省がやはりやるべきだと私は思っておりまして、まず隗より始めよで、総務省内の通知

の点検なども私の手でやっているところであります。 

 
②平成 19 年 11 月 15 日衆議院総務委員会 
○増田国務大臣 やはり、自治事務でありますので、本来、自治体が独自に判断をすべき

というものでございますし、できるだけわかりやすいものを省庁としてもきちんと用意す

べきでありましょうから、こういった通知を出さないと自治体の方でも判断に困るような

ものというのは、数はやはり少なくしていくべしと。 
 いずれにしても、この自治事務というものの本来の性格というのを各省にも十分理解し

ていただいて、そして対応していただく必要があるだろうと思います。 

 
 
3 地方分権推進委員会『最終報告』（2001 年） 

 
「地方公共団体関係者の意識改革を徹底して、第１次分権改革の成果を最大限に活用し、

地方公共団体の自治能力を実証してみせてほしい。特に、これまでの通達等は、かつては

訓令であったものも含めてすべて、その性格を『技術的な助言』に一変させられているの

であるから、この機会にこれまで通達等に専ら依存してきた事務事業の執行方法や執行体

制をすべての分野にわたって総点検し、これらを地域社会の諸条件によりよく適合し、地

域住民に対する行政サービスの質を向上させ得るような別途の執行方法や執行体制に改め

る余地がないものかどうか、真剣に再検討してほしい。」 

 
＊地方分権推進委員会とは、1995 年 5 月に成立した地方分権推進法に基づいて、内閣総理

大臣の諮問機関として 1995 年 7 月 3 日に発足した機関。 
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○平成13年2月21日国道政第8号道路局長通知 (抄)

1 処理基準の策定について
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第245条の 9の規定に基づき、 道路法 (昭和27年法

律第180号) 第97条第 1項において都道府県又は指定市等が第 1号法定受託事務として行

うこととされた指定区間外国道の管理等の事務につき、道路の構造強度や道路標識の案

内内容等に関して一般国道に係る一定の水準を確保するため都道府県又は指定市等が法

定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を (別紙) のように定めたので、 今後の法

定受託事務の処理に当たっては、 当該基準に拠ることとされたい。
2 従前の通達等の取扱いについて

上記 1 . により処理基準として定めた以外の通達等については、 文言の如何にかかわ

らず、 地方自治法第245条の4の規定に基づく技術的助言として取り扱っているところで

ある。
なお、 これらの通達等のうち、 法令に基づかない関与又は事務の義務付け等の規定が

あるものについては、 当該部分の効力は失効しており、普通地方公共団体を拘束するも

のではないので、 ご了知願いたい。
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